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１．基本的な考え方
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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

１）当社は、健全な企業として公正・適切で透明な経営により社会に貢献することを経営の基本としており、株主をはじめとしてステークホルダ
ーとの円滑な関係を構築し、企業価値を最大化するためのコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
２）当社は、監査等委員会制度を採用しております。取締役会及び監査等委員会によって業務執行の監督並びに監査を行っております。

【補充原則１－２－４】
現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低い（全株主に対する外国法人等の比率は１％未満）と考えており、議決権の電子行
使を可能とするための環境作り（議決権電子行使プラットフォームの利用等）や招集通知等の英訳は、業務・効率面から未実施。今後、必要に応
じての検討課題と致します。

【補充原則１－２－５】
当社は、基準日時点において株主名簿に登録されている議決権を有する株主を、議決権の行使が可能な株主としておりますため、信託銀行等に
代わって自ら議決権の行使等を行うことをあらかじめ希望する場合には、これを認めておりません。

【原則３ー１情報開示の充実】
(1)当社の業績は、自動車メーカーの生産変動及び自社製品の補助金動向等により売上高に大きな変動が生じるため中期経営計画を策定して
おりません。中期経営見通しに基づき現状の経営環境を反映させ、事業単年度の業績予想として決算短信で公表しております。

(2)コーポレートガバナンスの基本方針を、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書に記載しております。

(3)業務執行取締役及び監査等委員取締役の報酬等については、社内規程等において決定に関する方針を定めておりませんが、株主総会の決
議によるそれぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、業務執行取締役の報酬は取締役会の決議により決
定し、監査等委員取締役の報酬は監査等委員会の協議により決定しております。

(4)(5)取締役会が経営陣幹部の選任と業務執行取締役・監査等委員取締役候補の指名を行うに当たっての選定基準・方針・手続きについては、
取締役会規則で定めております。取締役会に対する業務執行取締役及び執行役員の候補者の提案は、監査等委員会の助言を踏まえ、代表取
締役社長が行います。また、監査等委員取締役候補者の提案についても、監査等委員会の同意を得た上で、代表取締役社長が行います。取締
役会では、代表取締役社長から選定基準の他、各候補者の経歴、有する知見等について説明が行われた上で、慎重に審議しております。

【補充原則３－１－２】
現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低い（全株主に対する外国法人等の比率は１％未満）と考えており、英語での情報の
開示・提供は実施しておりません。今後の保有比率により検討していきます。

【補充原則４ー１ー２】
当社の業績は、自動車メーカーの生産変動及び自社製品の補助金動向等により売上高に大きな変動が生じるため中期経営計画を策定しており
ません。中期経営見通しに基づき現状の経営環境を反映させ、事業単年度の業績予想として決算短信で公表しております。

【補充原則４－１０－１】
報酬・指名等の事項を審議する任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、取締役会に対する業務執行取締役及び執行役員の候補者の提
案にあっては代表取締役社長が監査等委員会の助言を踏まえて行い、また、監査等委員取締役候補者の提案についても、監査等委員会の同
意を得た上で、代表取締役社長が行っております。
業務執行取締役及び監査等委員取締役の報酬については、社内規程等において決定に関する方針を定めておりませんが、株主総会の決議に
よるそれぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、業務執行取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、
監査等委員取締役の報酬は監査等委員会の協議により決定しております。

【原則５－２経営戦略や経営計画の策定・公表】
当社の業績は、自動車メーカーの生産変動及び自社製品の補助金動向等により売上高に大きな変動が生じるため中期経営計画を策定しており
ません。中期経営見通しに基づき現状の経営環境を反映させ、事業単年度の業績予想として決算短信で公表しております。

【原則１－３資本政策の基本的な方針】
当社は、資本政策の基本方針を以下のとおり定めております。
(1)株主資本

当社は、株主価値の持続的な向上を目指し、事業機会を迅速・確実に捉えるために必要となる株主資本の水準を保持することを基本とします。
必要となる資本の水準については、以下を考慮し適宜見直しを行うものとします。
・事業活動に伴う成長投資やリスクと比較して十分であること
・金融機関からの借入調達上求められる水準を充足していること
(2)株主配当

株主配当については、年度業績を基準として配当性向を当面２０％、中長期的には３０％を指標とします。



２．資本構成

【大株主の状況】

各期の配当額については、利益水準及び内部留保の状況等を勘案し決定します。また、配当回数については、３月３１日を基準日として年１回と
します。
(3)自己株式の取得

自己株式の取得枠の設定については、現段階では予定されていませんが設定を決定した場合には速やかに公表します。

【原則１－４いわゆる政策保有株式】
株式保有により取引の維持・強化や円滑な資金調達ができる等の合理的な理由がある場合には、政策保有を維持する方針にしております。

なお、単なる持合い株式については、現在保有しておらず、今後とも取得する予定はありません。

【原則１－７関連当事者間の取引】
当社では、関連当事者取引を実施する際は、事前に取締役会の審議を受けることを取締役会規則で定めております。また、全ての役員に対し
て、年１回関連当事者間取引の有無について確認をするアンケート調査を実施し、関連当事者間の取引を管理する体制を構築しております。

【補充原則４－１－１】
取締役会で決議した職務権限規程により、経営陣に対して決定・承認、審議等の権限を明確に定めており、委任の範囲としては年度事業計画の
策定、組織の変更、従業員の採用、投資・費用の支出等を定めております。

【原則４－８独立社外取締役の有効な活用】
当社では、現在取締役７名のうち監査等委員取締役３名全員が独立社外取締役であり、現行の体制で十分な監督が行われております。

【原則４－９独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社では、東京証券取引所が定める基準を独立性判断基準としており、その基準に基づき独立社外取締役の候補者を選定しております。

【補充原則４－１１－１】
取締役会規則で経営陣幹部の選定基準・選定手続きを定め、適切に実行しております。
「選定基準」
・法定の要件を備えていること
・取締役に相応しい人格・識見を有すること
・経営感覚が優れていること
・指導力、統率力、企画力に優れていること
・客観的中立的立場から能動的、積極的に意見表明が出来ること
・財務会計に一定の知見を有していること

【補充原則４－１１－２】
当社では、取締役の個別の兼務状況を株主総会招集通知や有価証券報告書にて開示しております。現在他の上場会社の役員を兼務している
者はおりません。

【補充原則４－１１－３】
当社では、質問票方式での各取締役による自己評価、取締役会議長による各取締役へのインタビュー及び取締役会における分析・評価作業を
実施した上で、取締役会全体の分析・評価を行っています。
平成27年度においては、取締役役会の構成・取締役会の運営状況及び取締役会における議論の内容等を分析した結果、取締役会全体の実効
性は確保されているものと評価します。

なお、当社取締役会の議論の内容において、現状で特段の問題はありませんが、今後、当社の持続的な成長に向けて、企業文化のあり方や経
営戦略・営業戦略に関する議論を深めていくことを検討してまいります。

【補充原則４－１４－２】
業務執行取締役及び監査等委員取締役に対し、就任時に有価証券報告書や事業報告等の経営資料を提供し、事業環境等の説明を行うとともに
必要な外部研修に派遣しております。また、就任後は、知識取得や役割・責任の理解を深めるため会社法・金融商品取引法等関連法令や内部
統制システムについて業務役員会で随時研修会を実施しております。

【原則５－１株主との建設的な対話に関する方針】
当社では、株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組に関する方針を下記のとおり定めております。
(1)株主との建設的な対話を実現すべく、統括責任者として総務担当取締役を指定しております。また、対話担当者は原則統括責任者又は総務
部長等、内部情報管理に相応の見識を有している者に限定するものとしております。
(2)株主との対話受付窓口を総務課内に設置し、総務部長の指揮下、企画管理課・総務課・経理課・電算課スタッフ全員の連携で対話を補助する
とともに、社内全部署に必要に応じた協力を指示する体制を構築しております。
(3)当面は、株主並びに投資家向けにホームページによるＩＲ活動の拡充を図るものとし、将来的には必要に応じて投資家説明会の開催も視野に
入れております。
(4)株主との対話により把握された株主の意見あるいは懸念については、その記録を保管するとともに、統括責任者を通して情報連絡会にて報告
し、必要に応じて業務役員会・取締役会にて対応を検討し、必要あるものはその結果をホームページにて開示することとしております。
(5)インサイダー情報の管理については、「内部情報管理及び内部取引規制に関する規則」に定め、管理の徹底を図っておりますが、株主との対
話に際して内部情報の管理徹底に留意しております。

外国人株式保有比率 10%未満

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

岩崎元治 1,508,518 11.45

合資会社アイ・テイ・シー 875,821 6.65

リード共栄投資会 812,635 6.17

株式会社埼玉りそな銀行 644,500 4.89

埼玉興業株式会社 432,000 3.28



補足説明

３．企業属性

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

富士重工業株式会社 272,250 2.06

三井住友信託銀行株式会社 271,000 2.05

加藤 主士 240,150 1.82

日本生命保険相互会社 233,500 1.77

岩崎 和子 218,000 1.65

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

―――

上場取引所及び市場区分 東京 第二部

決算期 3 月

業種 輸送用機器

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

―――

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

【取締役関係】

会社との関係(1)

会社との関係(2)

組織形態 監査等委員会設置会社

定款上の取締役の員数 12 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

倉林 宏 他の会社の出身者

西田政隆 他の会社の出身者

齋藤勝則 他の会社の出身者

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

倉林 宏 ○ ○ ―――

当社の社外監査役を11年間務め、当社の事業
内容等に精通しており、また、株式会社あさひ
銀行の支店長や株式会社大栄建築事務所常
務取締役の経歴から客観的中立的な立場で
の経営監視及び経営の意思決定において、妥
当性・適正性の見地から社外取締役の職務を
適切に遂行できるものと判断している。

西田政隆 ○ ○ 税理士

当社の社外監査役を５年間務め、税理士の資
格を有し、税理士事務所の代表社員を務める
などの経歴から客観的中立的な立場での経営
監視及び経営の意思決定において、妥当性・
適正性の見地から社外取締役の職務を適切
に遂行できるものと判断している。

行政書士及び司法書士の資格を有し、株式会
社あさひ銀行及び大栄不動産株式会社勤務
や司法書士事務所所長の経歴から客観的中



【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

現在の体制を採用している理由

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

【任意の委員会】

【独立役員関係】

その他独立役員に関する事項

【インセンティブ関係】

該当項目に関する補足説明

該当項目に関する補足説明

【取締役報酬関係】

齋藤勝則 ○ ○ 行政書士及び司法書士

立的な立場での経営監視及び経営の意思決
定において、妥当性・適正性の見地から社外
取締役の職務を適切に遂行できるものと判断
している。

全委員（名） 常勤委員（名） 社内取締役（名） 社外取締役（名） 委員長（議長）

監査等委員会 3 1 0 3 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無 なし

必要に応じ、監査等委員会の職務を補助すべき取締役または使用人を配置するものとし、当該使用人の人事については、取締役社長と監査等
委員会が協議を行います。

監査等委員は、会計監査人に各四半期及び期末の監査時はもとより、期初に監査計画の説明を受けるとともに、必要に応じて適宜連携をとっ
て監査にあたっています。

また、内部監査室は、監査等委員会に監査計画と監査結果について、毎月定期的に報告するとともに、会計監査人とも適宜緊密な連携を保っ
て運営しています。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

独立役員の人数 3 名

―――

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

収益状況に応じ、役員報酬について毎年見直しており、相応の対応がとられています。

ストックオプションの付与対象者

―――

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない



該当項目に関する補足説明

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

【社外取締役のサポート体制】

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

取締役及び監査役に支払った報酬その他の職務遂行上の対価である財産上の利益の額（平成27年度）
定款または株主総会決議による報酬

取締役（監査等委員を除く） ４名 支給額25,800千円、取締役（監査等委員） ３名 支給額7,200千円 監査役 ３名 支給額2,340千円、
合計35,340千円
(注)１．株主総会で承認を受けた報酬額は、取締役「月額9,000千円以内」、監査役「月額2,000千円以内」であります。

２．使用人兼務取締役の使用人給与相当額は、取締役報酬とは別枠であり、その支払金額6,600千円(１名)は上記に含まれて
おりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無

なし

―――

社外取締役を補佐する体制としては、社長直属の内部監査室員が監査等委員である取締役の依頼事項等必要に応じて監査等委員業務の補佐
をする体制を整えています。

当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会、業務役員会、及び監査等委員会によって業務執行の監督並びに監査を行っています。
取締役会（原則月１回）は取締役の全員をもって構成され、法令または定款の定めるもののほか、経営の基本方針等重要事項に関して付議し

ております。
業務役員会（月１回以上開催、常勤取締役及び執行役員にて構成）は重要事項のうち取締役会より委任された事項につき付議し、また取締役

会付議事項のうち必要性に応じて事前協議しております。業務役員会は月１回の定例会議の他、適宜必要に応じて開催し、迅速かつ適確な意思
決定を行っております。

なお、取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために、平成22年７月１日より執行役員制度を導入しております。執行役員は、
現在２名で構成されております。

監査等委員会は、社外取締役３名で構成されており、原則月１回の監査等委員会のほか、その他業務役員会はもとより主要な会議や内部監査
には常勤監査等委員が出席する等、経営の業務執行状況、財産管理状況等を適宜検証しています。また、法令に定める監査等委員である取締
役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。

会計監査の状況ですが、監査法人の監査は期末にかたよることなく、期中を通して行われており、監査等委員と適宜連携を取りながら実施して
います。また、社長、経理担当役員をはじめ関係者に対して各四半期及び期末の監査終了時はもとより、都度適切な指導をいただいております。

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、吉村智明、吉原浩の両氏であり、ともに至誠清新監査法人に所属しております。また、当社の
会計監査業務に係る補助者は公認会計士６名であります。会計監査人への監査契約に基づく監査証明に係る報酬の金額は21,920千円です。

当社は、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実
と、企業価値の向上を図るとともにより透明性の高い経営の実現性を目指す。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

２．ＩＲに関する活動状況

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

実施していません。

補足説明
代表者自身
による説明

の有無

IR資料のホームページ掲載 ホームページに決算短信等決算資料、その他適時開示資料掲載

IRに関する部署（担当者）の設置 総務部にて担当

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
2002年２月 ＩＳＯ14001取得
2009年９月 彩の国エコアップ宣言事業所



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

内部統制システムに係る基本方針
１．経営理念

・社訓 努力一筋 全社一丸
・社是 三意専心 誠意・熱意・創意

２．経営の基本方針
・全社一丸となり、誠意、熱意、創意をモットーに製品を通じて社会に貢献するとともにお客様の満足と信頼が得られる製品づくりに努めま
す。
・会社の持続的な成長と企業価値の創出に向け、事業基盤の強化を図るとともに、株主・お客様をはじめとする様々なステークホルダーとの

　　  協働に努めます。
・法令及び社会規範を遵守し、透明性の高い強固なガバナンス体制を構築します。
・法令に基づく情報開示を適切に行うことはもとより、それ以外の情報の提供にも主体的に取り組み、透明性、公正性の確保に努めます。

３．行動指針
・市場の状況と顧客ニーズを理解して、顧客の満足と信頼を確保するため、品質及び技術の向上に積極的に取り組みます。
・常に自己の技能を研鑽し、品質の向上と作業の改善を図り、会社と共存共栄の実を挙げるよう心掛けるとともに公民としての品性の陶冶に

努めます。
・公私の区別を明確にし、あらゆる法令及びルールの遵守はもとより、社会規範に則した誠実且つ公正で透明な仕事をいたします。
・資源やエネルギーを大切にし、人と地球にやさしい環境づくりを目指します。
・市民生活に脅威を与える反社会的勢力に対しては一切の関係を持ちません。又、不当な要求に対しては、組織的な対応で断固としてこれ

を排除します。
４．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（１）当社は法令及び定款の遵守を徹底するため、コンプライアンス・マニュアルを制定し、その推進については、取締役社長を委員長とするコ
ンプライアンス委員会を毎月開催し、コンプライアンスに関する具体策や問題点が発生した場合の再発防止策の協議、情報交換、連絡等
を行う。

（２）コンプライアンス委員会事務局は、毎月定例的に開催している職場内研修の事例提供、指導を行いその徹底を図る。
（３）コンプライアンスに関する問題が発生した場合には、担当役員を通じてその内容・対処策を取締役会及び監査等委員会に報告する。
（４）内部通報制度として内部通報規程を定め、コンプライアンスに反する行為等について従業員が直接情報提供を行う体制を整備するとと

もに、通報者に不利益が生じないことを規程に定める。
（５）市民生活に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たない。又、不当要求に対しては、警察等外

部の専門機関と緊密な関係のもと、取締役社長以下関係部署が連携し、組織全体で対応する。
５．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

（１）文書管理規程に従い、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下、「文書」という。) に記録し、保存する。
（２）取締役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。
（３）文書管理規程を制定又は改定する場合には、取締役会及び監査等委員会の承認を得るものとする。

６．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（１）会社におけるリスクの防止及び損失の最小化を図ることを目的として、リスク管理規程を定め、全業務執行取締役・常勤の監査等委員・全

執行役員及び部室長を構成員とするリスク管理委員会を設置する。
（２）会社に緊急事態が発生した際の対応として、緊急事態リスク管理規程を定め、取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、損失の拡

大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。 
（３）個々のリスクに対しては、それぞれの担当部署を定めリスク管理体制を構築するとともに、各担当部署にて規則・マニュアル等を作成・配

布・研修等を行う。
７．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（１）定例の取締役会を毎月一回開催するほか、必要に応じて適宜開催し、法令及び定款に定める事項並びに経営の基本方針等重要事項の
　　　 決定及び取締役の業務執行状況の監督を行う。

（２）取締役会の機能を強化し経営効率を高めるため、全業務執行取締役・常勤の監査等委員及び全執行役員による業務役員会を毎月一回
の定例開催のほか必要に応じて適宜開催し、会社経営に関する重要事項並びに取締役会より委任された事項を審議する。

（３）取締役会及び業務役員会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務分掌規程、職務権限規程にて職務権限・責任を明確に
し、執行状況については取締役会にて各担当役員より報告するとともに各部門ごとの目標管理報告会 (毎月一回開催、全業務執行取締
役・常勤の監査等委員・全執行役員及び各部管理職による。) にて進捗状況の管理・指導を行う。

（４）内部統制システムのモニタリング機能として、内部統制システム委員会を設置し、委員会は毎月一回の定例開催のほか必要に応じて適宜
　　　 開催し、内部統制システムの構築・運用状況を評価する。

８．監査等委員会がその職務を補助すべき使用人に関する事項及びその使用人の業務執行取締役からの独立性並びにその使用人対する
　　 指示の実効性に関する事項

（１）監査等委員会の職務の補助及び財務報告内部統制並びに内部統制システムのモニタリング機能として内部監査室を設置する。
（２）監査等委員会は、内部監査室員に対して監査等委員会の職務の補助を命ずることができるが、内部監査室員は監査等委員会の職務に

　　　 該当しない場合を除き、監査等委員の指揮命令に服するものとする。

（３）内部監査室員の人事異動、人事評価、懲戒処分等については、監査等委員会の同意を得るものとする。
（４）業務執行取締役・執行役員及び社員は、内部監査室員の業務遂行に対して不当な制約等を行うことにより、その独立性を阻害することの

ないよう内部監査規程に定める。
９．業務執行取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制並びに当該報告をした者が不利益な取り扱いを受けないことを確保す

 るための体制
（１）業務執行取締役が他の取締役の法令又は定款に違反する行為若しくは不正の行為を発見した場合は、直ちに監査等委員会及び取締役

　　　 会に報告するものとする。
（２）業務執行取締役及び使用人は、当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項について監査等委員会に都度報告するものとする。
（３）業務執行取締役及び使用人は、監査等委員会又は監査等委員の意見・求めに対しては適時かつ適切に対応するほか、必要な報告を監

　　　 査等委員会又は監査等委員に対して行うものとする。
（４）監査等委員会に必要な報告をした者に対して，当該報告をしたことを理由として、人事異動・人事評価等を含め不利益な処遇を一切行わ

ないものとする。
１０．その他監査等委員又は監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制並びに監査等委員の職務の執行について生

　　　ずる費用等の処理の方針に関する事項
（１）取締役社長は、監査等委員会による監査の重要性及び有用性を十分に認識し、定期的な意見交換会を設けるとともに、自らの職責として

　　　 監査の環境整備に努めるものとする。
（２）常勤の監査等委員は、取締役会・業務役員会はもとよりコンプライアンス委員会・目標管理報告会・情報連絡会等の社内の重要な会議等

　　　に出席し、重要な意思決定過程及び業務執行状況を把握するとともに、知り得た情報を他の監査等委員と共有するよう努めるものとする。



２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

（３）監査等委員が監査の実施のために弁護士、その他の社外の専門家に対して助言を求める、又は鑑定その他の事務を委託するなど所要
の費用を請求するときは、これを拒むことはできないものとする。

内部統制システムに関する整備状況
内部統制システムとリスク管理体制の整備状況としては、常勤役員と管理職にて毎月開催している目標管理報告会（各部署毎に開催）、常勤役

員と各部部長により毎朝開催している情報連絡会、そして社長自ら年一回一般社員全員と対話集会（職場毎に開催）を実施しており、これらの会
議を中心に業務施策の徹底を図るとともに経営者と管理者・担当者との直接的意思疎通を図っています。コンプライアンス体制としては平成15年
4月にコンプライアンスマニュアルを制定し、これを機にコンプライアンス委員会を毎月実施しております。コンプライアンス委員会では具体的強化
策、問題点が発生した場合の再発防止策、職場内研修（毎月実施）のための事例提供、情報交換等を行っております。

また、内部通報制度として内部通報規程を定め、コンプライアンスに反する行為等について従業員が直接情報提供を行う体制を整備しておりま
す。

その他、ＥＭＳ・ＱＭＳ推進委員会や品質委員会、防災安全衛生委員会等を適宜開催しております。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方としては「行動指針」に、市民生活に脅威を与える反社会的勢力に対して一切の関係を持たず、不
当要求に対しては、組織的な対応で断固排除することを掲げています。また、社内体制の整備状況については総務部を対応部署として、事案に
より関係部署と協議して対応しております。外部機関との連携については警察の組織犯罪対策課や暴力追放運動推進センター、顧問弁護士等と
の連携や情報収集を図っております。対応マニュアルとしてはコンプライアンスマニュアルに反社会的勢力の排除について対応策を定め、定期的
に研修を実施しています。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

該当項目に関する補足説明

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

買収防衛策の導入の有無 なし

―――

―――



コーポレート・ガバナンス体制 模式図 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

               

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適時開示体制 模式図 
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